
最高裁秘書第2599号

令和元年5月24日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今 l崎幸

司法行政文書開示通知書

平成31年4月25日付け（同月26日受付，最高裁秘書第2337号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成31年3月25日付け国有財産使用許可書（片面で8枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6号

に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部分を開示

しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁経総第240号
平成31年3月25日
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使用者住所

東京都港区芝浦三丁目’善21号
株式会社ファミリーマート

代表取締役社長澤田貴司殿
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国有財産事務分掌者
最高裁判所事務総局経理局長笠井之

E国有?貝才雇這使用言午可書

平成31年2月8日付けをもって申請のあった当庁管理の国有財産を使用する
ことについては，国有財産法（昭和23－雫法穐第73号）第18条第6項及び第1
9条の規定により,下記の条件を付して許可する。

この許可について不服があるときは,鼠.この許可があったことを知った日の翌日か
ら起算して3箇月以内に,最高裁判所長官に対して審査請求をすることができる。
なお，許可があった日の翌日から起算してi年を経過したときは,群可についての
審査請求をすることができない｡
また，処分の取消しの訴えは，この通知を受けた日の翌･日がら起算して6箇月以
内に,･国（代表者法務大臣）を被告として提起することができる｡、ただし，審査請
求をした場合には,･その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算し
て6箇月以内と寸る｡なお；許可又は裁決の日から’年を経過したときは,処分の
取消しの所えぎ提起すること.ができない。
記

：.(使用許可物件） ：

第1条使用を許可する物件は,次のどおりである‘
所 在東京都千代田区隼町9－3

最高裁判所庁舎土地の一部及び建物の一部
区分及び数量土地 5． 84平方メー『トル

建物80. 73平方メートル
使用部分別添図面のど.おり
． （指定する用途).

第2条使用を許可された者は，前条の物件を申請目的の用に供しなければならな
い｡。

9

(使用許可期間）

第3条使用を許可する期間は，平成31年4月1日から平成32年3月31日ま
でとする。ただし,使用許可の更新を受けようと守るときは,使用を許可された
期間の満了2箇月前までに，書面をもって当職に申請しなければならない。
．(使用料及び延滞金)．

第4条使用料は, .511．， 469円（うち消費税及び地方消費税相当額30, 0.
79円）と･し，当庁歳入徴収官の発する納入告知書により，指定期日までに納入
しなければならない。 ． ．

2指定期日までに使用料を支払わないときは,､その翌日から納入の日までの日数
に応じ，国の債権の管理等に関する法律施行令･〈昭和3．1年政令第3.3.7号）第
29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算厚た金額を延滞金



‘として支払わなければならない。

（使用料の改定) ･
第5条当職は,経済情勢の変動，国有財産関係法の改廃その他の事情の変更に基
づいて特に必要があると認めるときは,使用料を改定することができる。

． ． (経費の負担） 乳

第6条使用を許可された者は， 当該使用を許可された物件に附帯する電話,暖房，
電気，ガス，水道等の設備の使用料金を負担しなければならない｡．
（物件保全義務等)
第7条使用を許可した物件は,国有財産法第18条第6項に規定する制限の範囲
内で使用させるものであり, :使用を許可された者は,善良な管理者の注意をもっ
て維持保存しなければならない｡
2前項に規定する維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は,:使用を
許可された者の負担どし, ,その費用は,請求しないものとする。
（使用上の制限）

第8条使用在許可された者ほ;使用を許可された期間中,使用を許可された物件
を第2条に規定する用途以外の用に供してはならない。
2使用を許可された者賦使用を許可された物件を他の者に転資し,又は担保に
供してはなら.ない。 ． ．、

3使用を許可された者は,使用を許可された物件について修繕,膜橇替その他の
行為をしよう.と寸るとき，又は使用計画を変更しようとするときは,事前に書面
をもつ､て当職の承認を受げなければならない。

：(使用許可の取消し又は変更) ．

第9条当職は，次の各号の一に該当するときは，使用許可の取消し又は変更をす
ることができる。

(1)・ 使用を許可された者が許可条件に違反したとき ‘

（2）国において使用を許可された物件を必要とする．とき

③使用を許可された者の役員等(個人である場合はその者ｩ法人である場合
‘ は役員又は支店若しくは営業所の代表者,団体である場合は代表者,理事等，
、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。 ）が,･暴力団（暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第

皇鍵蕊繍瀧溌:量蹴崎耀団員〈同法第’
（4）使用を許可された者の役員等蝋.自己, 、自社若しく.ほ第三者の不正の利益

を図る目的,:又鰐三者に損害を加える目的をもうて,暴力団又は暴力団員
を利用するなどしているとき

(5). ､使用を許可された者の役員等が；暴力団又は暴力団員に対して， ･資金等を
供給P, ．又は便宜を供与するな．ど直接的あるいは稜極的に暴力団の維擶運
営に協力し, .若しく､は関与しているとき

．(6)使用を許可された者の役員等が, ･暴力団又は暴力団員であることを知りな
がらこれを不当に利用するなどしているとき
(7)使用を許可された者の役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難され
‘るべき関係を有しているとき ．

2当職が前項第'号又は第3号ないし第7号の規定により使用許可の取消し又は
変更をした場合, :これにより使用を許可された者に生じた損害について,何ら賠
償ないし補償するこ･とを要しない。
3使用を許可された者ぱ;,当職が第1項第1号又は第3号ないし第7号の規定に

（

I



句

‐

より使用許可の取消し又は変更をした場合において，国に損害が生じたときは，
その損害を賠償するものとする。
（原状回復） ・

第10条当職が使用許可を取り消したとき@又は使用を許可じた期間が満了した
ときは, :使用を許可された者は, 自己の負担で,：当職の指定する期日･までに，使
用を許可された物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし．当職が
特に承寵したときは， この限り．でない。

2使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないどきは，当職はj使用を許
可された者の負担におしくてこれを行うことができる｡この場合には,使用を許可
された者は，異議を申し立てる迄・どができない．． ｡
（損害賠償）
第11条使用を許可された看ば，その責に帰する事由により，使用を許可された
物件の全部又はﾃ部を滅失し,又はき損じたときは,戯失又はき損による損害額
に相当する金額を損害賠償として支払わなければならなk《。ただし，前条の規定
により使用を許可された物件を原状回復した場合は, この限りでは鞍い。
2前項の場合のほが,使用を許可された者准,､この許可書に定める義務を履行し
・ないため損害を与えたときは）その損害額に相当する金額を損害賠償として支払
わなければならな職．
． （有益費等の請求権の放棄）

第12.条．使用許可の取消しが行われたときは，使用を許可された者は，使用を許
可された物件に投じた改良のための有益費その他の賓用が現存するときであって
も，その費用等の償還の請求はしない。 ，
(実地調査等) ，
第13条．当職は,･使用を許可した物件について随時に実地調査し,‘ ．又は所要の報
｡:告を求め，その維持使用に関し指示する．ことができるb
・ （疑蕊の決定） ・ ・
第14条・この許可書に定める条件に関し疑義のあるとき，その他使用を許可した
物件の使用について疑義を生じたときはj..すべて当職の決定するところによる。
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最高裁判所庁舎事務北棟地下1
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最高裁判所庁舎

公衆電話
(事務北棟地下1階）
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最高裁判所庁舎

． ・室外機置場
(事務北棟地下1階北側）
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